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弥富市制施行20周年記念冠事業取扱要綱 

令和７年９月30日 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、弥富市制施行20周年記念の冠称、ロゴマーク及びキ

ャッチフレーズ（以下「冠称等」という。）を使用して実施する事業の取

扱いに関し必要な事項を定めるものとする。 

（対象事業） 

第２条 冠称等を使用することのできる事業（以下「対象事業」という。）

は、弥富市制施行20周年のＰＲに繋がり、令和８年４月１日から令和９

年３月31日までの期間に実施される事業であって、次の各号のいずれか

に該当する事業とする。 

(1) 市又は市教育委員会が主催し、共催し、又は後援する事業 

(2) 官公庁又はこれに準ずる団体が行う事業 

(3) 市内に活動拠点を有する個人、団体又は企業が実施する事業 

(4) その他市長が適当と認める事業 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業は、対

象事業としない。 

(1) 市の信用又は品位を傷つけ、又はそのおそれがある事業 

(2) 法令又は公序良俗に反し、又はそのおそれがある事業 

(3) 第三者の利益を害し、又はそのおそれがある事業 

(4) 特定の政治、思想、宗教団体等の活動を支援し、又は支援している 

と誤解を与え、若しくはそのおそれがある事業 

(5) 営利を主たる目的とする事業。ただし、市長が特に必要があると認 

めるときは、この限りでない。 

(6) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３ 

年法律第77号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。）又は暴力団員 

（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。）若しくはこれらと密 

接な関係を有する者の関与が認められる事業 

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める事業 

（冠称等の種類） 

第３条 弥富市制施行20周年記念の冠称の種類は、次に掲げるものとする。 
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(1) 弥富市制施行20周年 

(2) 弥富市制施行20周年記念 

(3) 弥富市制施行20周年記念事業 

２ 弥富市制施行20周年記念のロゴマーク及びキャッチフレーズは、別表

のとおりとする。 

（承認の申請） 

第４条 冠称等を使用して事業を実施しようとする者（以下「申請者」と

いう。）は、弥富市制施行20周年記念冠事業承認申請書（第１号様式）に、

必要な書類を添付して市長に提出し、承認を得なければならない。ただ

し、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 

(1) 第２条第１項第１号に掲げる事業で使用するとき。 

(2) その他市長が適当と認めるとき。 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、

承認又は不承認を決定し、弥富市制施行20周年記念冠事業承認（不承認）

通知書（第２号様式）により当該申請者に通知するものとする。 

３ 市長は、前項の規定による承認に際して、必要な条件を付すことがで

きる。 

（支援内容） 

第５条 前条の規定により承認を受けた者（以下「冠事業実施者」という。）

は、次に掲げる支援を受けることができる。 

(1) 市ホームページ等による冠事業のＰＲ 

(2) 市制施行20周年を記念したのぼり旗の貸与 

（承認内容の変更） 

第６条 冠事業実施者が、冠事業の内容の変更（軽微なものを除く。）をし

ようとするときは、弥富市制施行20周年記念冠事業変更承認申請書（第

３号様式）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、

承認又は不承認を決定し、弥富市制施行20周年記念冠事業変更承認（不

承認）通知書（第４号様式）により当該冠事業実施者に通知するものと

する。 

（中止の届出） 
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第７条 冠事業実施者は、冠事業を中止しようとするときは、弥富市制施

行20周年記念冠事業中止届出書（第５号様式）を市長に提出しなければ

ならない。 

（冠称等の使用上の遵守事項） 

第８条 冠事業実施者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

(1) 承認された事業目的のみに冠称等を使用すること。 

(2) 第３条に定める語句やデザインを変更して冠称等を使用しないこと。 

(3) 第３条に定める冠称等の使用の権利を第三者に譲渡し、又は転貸し 

ないこと。 

（使用料） 

第９条 冠称等の使用料は、無料とする。 

（承認の取消し） 

第10条 市長は、承認に係る対象事業が第２条第２項各号のいずれかに該

当すると認めるときは、その承認を取り消すことができる。 

２ 市長は、前項の規定により承認を取り消すときは、弥富市制施行20周

年記念冠事業承認取消通知書（第６号様式）により当該冠事業実施者に

通知するものとする。 

３ 冠事業実施者は、第１項の規定により承認を取り消されたときは、直

ちに冠事業の実施を中止しなければならない。 

４ 市長は、第１項の規定による取消しによって生じた損害等について、

一切の責任を負わない。 

（事業報告） 

第11条 冠事業実施者は、事業完了後30日以内に弥富市制施行20周年記念

冠事業報告書（第７号様式）を市長に提出しなければならない。 

（責任の制限） 

第12条 冠事業実施者は、対象事業に関して第三者との間に紛争が生じた

場合は、自己の責任において解決するものとし、市は、損害賠償、損失

補償その他の法律上の責任を一切負わない。 

（雑則） 

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。 

附 則 
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この要綱は、令和７年10月１日から施行し、令和９年３月31日限り、そ

の効力を失う。ただし、第12条の適用については、この要綱の失効後もな

おその効力を有する。 
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別表（第３条関係） 

ロゴマーク 

カラー版 グレースケール版 白黒版 

キャッチフレーズ わくわく！ドキドキ！はたちです やとみ 

 


